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開    会 

 

○前田会長 それでは、ただいまから審議会を開催いたします。 

 総合通信基盤局の職員に入室するように伝えてください。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局関係） 

 

○無線設備規則の一部を改正する省令案について（諮問第７号） 

 

○前田会長 それでは、審議に入ります。 

 最初に、諮問第７号、無線設備規則の一部を改正する省令案につきまして、

寺沢基幹通信課長から説明をお願いいたします。 

○寺沢基幹通信課長 基幹通信課長の寺沢でございます。よろしくお願いいた

します。 

 本日、４００ＭＨｚ帯の災害対策用の可搬型無線システムについての制度の

改正についてご説明させていただきます。 

 資料の１ページをめくっていただきまして、諮問の概要と改正の概要につい

ては、横長でございますけれども、ご説明させていただきます。本日ご説明さ

せていただきます４００ＭＨｚ帯の災害対策用可搬型無線システムでございま

すけれども、こちらは現在電気通信業務用としてＮＴＴにより災害時に設置さ

れる特設公衆電話として有効活用されております。以前、世田谷のケーブル火

災のときに有名になったものでございます。そちらに関しましては、東日本大

震災以降も地震をはじめ甚大な災害が発生しており、迅速かつ正確な情報収集
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の重要性が増しているところでございます。ただ、現行のシステムに関しまし

てはアナログ式でありまして、かつ、利用形態が電話のみに限られているとい

う問題がございます。したがいまして、これをデジタル化することによりまし

て、避難所におけるデータ通信や災害現場からの画像伝送に対応するなど、災

害時における通信手段の高度化に向けた取組が必要となってございます。 

 そのため、今回は、そのシステムのデジタル化を実現することにより、まず

１つ目としてはデータ通信を可能にすると。もう一つは、狭帯域化、デジタル

化することによって使用周波数帯幅を小さくすることによりまして、余りまし

た周波数帯幅に新たに公共用のシステムを導入することを可能にする。そうい

ったことを目的とした制度改正でございます。 

 改正の概要に関しましては、今申し上げましたとおり、まず１つは電気通信

業務用のシステムの高度化、デジタル化のことでございますけれども、これに

必要な技術基準を定めるのが１点。 

 それともう一つは、新たに導入する公共業務用システムに関する必要な技術

基準を定めるという内容でございます。 

 その次のページでございますけれども、そういったシステムを導入するとど

ういうことになるかというのを簡単に絵で説明してございます。２つございま

して、絵の左のほうですけれども、こちらが電気通信業務用システムでござい

ますけれども、災害発生時に今申し上げましたとおり、郊外や市街地に設置さ

れる特設会場において従来の特設公衆電話による音声通信に加えて、メール等

のデータ通信が可能になりますということが１点。それと右側でございますけ

れども、公共業務用システムでございますけれども、主として市町村が利用す

るものでございますけれども、災害現場からのリアルタイムの動画や静止画の

伝送、孤立化集落や避難所との災害情報等に関するメール等のデータ通信が可

能になる。そういったことが今後予想されるようなものでございます。 
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 最初のページに戻っていただきまして、今後の予定でございますけれども、

答申を受けた場合は速やかに関係省令を改正予定でございます。 

 本件に関しましては、既にパブコメを２月１７日から３月１７日までの間行

っておりました。別紙でつけてございますのがその意見の内容と当方の考え方

を簡単に整理したものでございます。合計４件出ておりまして、大きく分けて

２種類ございます。まずはナンバー１とナンバー２でございますけれども、そ

れぞれ東日本電信電話株式会社様と西日本電信電話株式会社様から出ておりま

すけれども、こちらは本改正案に対する賛同意見としていただいております。 

 次にページをめくっていただきまして、ソフトバンク株式会社様とWireless 

City Planning株式会社様からはこちらに関しましては賛同意見というわけで

はございませんが、中身としましては、４００ＭＨｚ帯、今回対象とする帯域

でございますけれども、これがＩＴＵによりＩＭＴ帯域、いわゆる携帯電話の

帯域に指定されている国際標準バンドであることから、移動通信システムとの

共用も視野に入れながら実施するよう要望するというものでございます。 

 我が国においては、当面この帯域についてＩＭＴを導入する予定がないこと

から、当該ご意見を受けて省令改正案の修正はございません。 

 以上から内容に反対する意見はございませんので、原案のとおりにさせてい

ただきたいと考えてございます。 

 以上簡単でございますけれども、私からのご説明にさせていただきます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件につきまして何かご質問、ご意見等ありませんでし

ょうか。 

○石黒委員 すみません。１つ教えてください。パブコメの中のＮＴＴ東日本

も西日本も同じことをお願いしている、最後のなお書きのところ、これはどう

いう要望を彼らはしているのでしょうか。「通信方式につきまして、より明確に
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なるようにご検討をお願い致します」という部分だけ趣旨が分からなかったの

で。これは配慮して改正案をつくられたということですか。 

○寺沢基幹通信課長 内容については今回明確にしてございますので、この点

についてはご理解をいただくようにしておるところでございます。 

○石黒委員 対応済みということですか。 

○寺沢基幹通信課長 はい。 

○吉田代理 よろしいですか。 

○前田会長 どうぞ、お願いします。 

○吉田代理 デジタル化によって周波数の有効利用を図ろうというのは非常に

結構な話ではないかと思います。幾つかお伺いしたいのですけれども、１つ目

はデジタル化によって狭帯域化できて、多分回線数が増えると思うのですが、

その回線数がアナログのときに比べてどれぐらい増えそうなのかというのが１

点目です。 

 ２点目としては、先ほどのご説明ですと、狭帯域化により少し余裕が出来た

ので、その余裕ができたところに公共業務用システムを導入するとおっしゃい

ましたけれども、公共業務用システムを使うときはいいのですが、特段公共業

務用システムが使われないときには、例えばその帯域を使って、音声回線を増

やすといった、ある意味アダプティブといいますか、動的な利用は可能なので

しょうか。そのあたりちょっとお伺いしたいと思います。 

○寺沢基幹通信課長 まず１点目でございますけれども、電通業務用に関しま

しては、音声以外にもメール等できますけれども、使えますけれども、全て音

声で使ったと仮定した場合には、従来が約８０回線でございましたけれども、

それが約２００回線ということで、２.５倍に増加する予定です。 

○吉田代理 随分増えるのですね。 

○寺沢基幹通信課長 それと２点目でございますけれども、今おっしゃったよ
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うに公共用が入らないところについて、電気通信業務用に使うというふうな、

今のところはそういう整理にはしてございませんけれども、ただ、回線数とし

ては十分入るのかなというふうには考えてございます。 

○吉田代理 現状では電気通信業務用システムと公共業務用システムの帯域幅

は固定的に分けられているのですね。 

○寺沢基幹通信課長 固定的に、はい、分けようと考えております。 

○吉田代理 分かりました。ありがとうございました。 

○前田会長 私からも幾つかいいでしょうか。１つ目は基本的には現場での仮

設を想定していますね。そうすると、公共用側のところは仮設ではないのです

か。それとも、公共用についても災害時対応の公共用という意味合いなのか。

それとも、ふだんから使えるような公共用なのか。そういうことではどうでし

ょうか。 

○寺沢基幹通信課長 そういう意味では災害時に使う公共用という意味で、常

設するというイメージではございません。 

○前田会長 両方とも仮設であると、そういうことですね。 

○寺沢基幹通信課長 はい。 

○前田会長 それから２つ目は、ご説明の中にもＮＴＴの特設公衆電話といっ

たような表現があったわけですけれども、ＮＴＴさんを想定しているのですね。

他の電気通信事業者というのは、これを使うことは基本的にはないということ

ですか。 

○寺沢基幹通信課長 はい。現在のところ、ＮＴＴさんのみが使っておりまし

て、今後も一応そういうふうなことを想定してございます。電気通信業務用と

してですね。 

○前田会長 これは災害等について、そういうことを実施するのは義務になっ

ているのでしたっけ。 
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○寺沢基幹通信課長 災害対策基本法でそのようになっているかと聞いており

ます。 

○前田会長 事業的に見ると収入が全くないわけですね。皆さん、ただで電話

するような状態なので。こうしたコストについては、東日本、西日本がそれぞ

れの地域で負担するということになっているということはユニバーサル料金の

中に含まれている、そういうことですかね、これは。 

○寺沢基幹通信課長 基本としては……。 

○前田会長 特定の者だけに何らかの負担を強いる形にもしなっているとすれ

ば、それを担保するような制度上のものがあるのだろうなと思ったのですけれ

ども。いやいや、どこで負担しているかというのは今日の趣旨ではありません

ので。 

○田原電波政策課長 実態上帯域の話ですよね。 

○寺沢基幹通信課長 電波法上はＮＴＴに限定するというふうに制度的になっ

ているわけではございませんで、運用的にそうなっているというところでござ

います。 

○前田会長 さっきの料金云々というのは後でもしわかれば教えていただけれ

ば結構です。 

○寺沢基幹通信課長 分かりました。 

○前田会長 災害時に災害を受けた方々も現在ではほとんど携帯電話をお持ち

ですね。昔のように特設電話しかその時に通じないという状況が発生する可能

性があるのでものすごく有効だと思うのですけれども、皆様が持っている携帯

をその時にサポートするというのは非常に難しいということですか。要するに、

何を言っているかというと、特設電話のかわりに特別回線の多いＷｉ－Ｆｉを

そこのところに持っていって、普通に皆さんが並ばなくても使えるような仕組

みというのはあり得るのかどうかと。 
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○寺沢基幹通信課長 私もちょっとそれは考えたのですけれども、とりあえず

当面は電話とメール、ＳＮＳのデータ通信も可能と書いてございますけれども、

電話とあわせてパソコンを置いて、そこで操作していただくと。高齢者の方と

か、そういうのを持ってない方もいらっしゃるでしょうから、そこでそれに代

替できるようなものと。いずれＷｉ－Ｆｉということはあるかもしれませんが、

当面はパソコンで対応していただくということで、ある程度そこでおっしゃっ

た機能は果たせられるかなとは思いますが。 

○前田会長 分かりました。 

○松﨑委員 よろしいですか。 

○前田会長 どうぞ、お願いします。 

○松﨑委員 公共業務用システムで、現地の動画とかを伝送しますね。それは

省庁に伝送するわけなのですが、それを例えばメディア代表のようなところに

も送るようなシステムというか、仕組みというか、そういうことは出来ないの

でしょうか。各社がヘリコプターを出して災害現場を撮ろうとして、それによ

る二次被害というか、ヘリコプターがどこかに接触して墜落する事故の記憶が

あります。メディアが各社、ヘリコプターを飛ばさずに済むように、こうして

撮った画像を各メディアに共有させる、そんな道筋がとれる可能性はあります

か。 

○寺沢基幹通信課長 先生がおっしゃるのは、現地から例えばこの絵でいくと

庁舎等まで４００ＭＨｚを使って送って、それを放送会社さんに配信するとい

うことでしょうか。 

○松﨑委員 各メディアではなくて、メディア代表委員会みたいなもの１か所

に送信するという発想です。そこから各社に流れるというような。 

○寺沢基幹通信課長 一旦４００ＭＨｚを使って送って、それを配信するとい

うことであれば、それはそれで。 
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○松﨑委員 そうですね。でも、それはリアルタイムではなくなりますね。メ

ディアが撮りたいのは、今崩落していますなどのリアルタイムの状況です。今

津波がという絵を撮りたくて、無理をして、民間のヘリを近くに飛ばして救助

活動の邪魔をするとか、もしくは自分たちで事故を起こして墜落するとかとい

うケースがありました。宮内庁では代表取材をさせて、それを各社に配信する

ことをしています。それと同じように、メディア代表者にリアルタイムで災害

現場の映像を提供する仕組みができれば、無駄も危険も省けるのではないかと

思ったものですから。 

○田原電波政策課長 別の仕組みになりますけれども、災害時の情報共有とい

う取組はいろいろ行われて、ただ、リアルタイムまでいくかというと、なかな

かそうはいかず、また、映像までいっているかというと、自治体が発する情報

をメディアとシェアするというようなのを効率的にやろうという枠組みですと

か、仕組みというのはいろいろ取り組まれています。先生ご指摘のような映像

まで含めてというのは回線が段々リッチになってきていますので、そういうの

もいずれ出てくるのかなと思いますけれども、現時点、なかなかリアルタイム

までは、災害時は現場が結構てんやわんやになりますので。それがどこまでで

きるのかというのはまだいろいろ課題があろうかと思いますけれども。 

○松﨑委員 平常時にその仕組みというか、ルール作りのような事ができるよ

うならばお願いしたいと思います。 

○寺沢基幹通信課長 分かりました。 

○前田会長 それでは、これ自体はさらに高度化して使いやすくなる、機能が

アップするということですので、特に問題はないのではないかと思いますけれ

ども、この第７号について、諮問のとおり改正することは適当である旨の答申

を行ってはいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○前田会長 よろしいようですので、そのように決することといたします。答

申書につきましては、所定の手続により、事務局から総務大臣宛て提出してく

ださい。 

 以上で総合通信基盤局の審議を終了いたします。ありがとうございました。 

（田原電波政策課長以外の総合通信基盤局職員退室） 

（情報流通行政局職員入室） 

 

諮問事項（情報流通行政局関係） 

 

（１）基幹放送普及計画の一部を変更する告示案等について（諮問第８号） 

（２）周波数割当計画の一部を変更する告示案について（諮問第９号） 

 

○前田会長 それでは、審議を再開いたします。 

 諮問第８号、基幹放送普及計画の一部を変更する告示案等について及び諮問

第９号、周波数割当計画の一部を変更する告示案につきまして、鈴木衛星・地

域放送課長、久恒放送技術課長及び田原電波政策課長から説明をお願いいたし

ます。 

○鈴木衛星・地域放送課長 衛星・地域放送課の鈴木でございます。よろしく

お願いいたします。 

 まず諮問第８号につきまして順にご説明をさせていただきたいと思います。

こちらは、４Ｋ・８Ｋの関係でございます。４Ｋ・８Ｋは視聴者の高精細な視

聴ニーズに応えるとともに、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けて、受信機の買換えの機会を成長戦略につなげていくというこ

とを目指して取り組んでいるところでございます。２月には今年から始まりま

す４Ｋ・８Ｋの試験放送のご審議をいただいたところでございます。本日は２
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０１８年実用放送の制度整備の一環として基幹放送普及計画の一部を変更する

告示案等についてご審議をお願いしたいと存じます。 

 まず、この諮問第８号説明資料１の経緯等のところでございます。４Ｋ・８

Ｋ推進のためのロードマップにおきまして、ＢＳ等の４Ｋ・８Ｋ実用放送につ

いては２０１８年の放送開始を目標としております。本件は基幹放送普及計画

及び基幹放送用周波数使用計画の変更を行うものでございます。 

 ２の改正の概要についてでございますが、１つ目として先ほど申し上げまし

た基幹放送普及計画の変更について１ページに記載がございまして、続いて２

ページの下のほうで２として基幹放送用周波数使用計画の変更について記載し

てございます。 

 まず基幹放送普及計画の変更について、お手元の資料の４ページ以降の資料

によってご説明をさせていただきたいと思います。５ページは４Ｋ・８Ｋ推進

のためのロードマップ、昨年２０１５年７月に策定したものでございます。左

から２０１４年、１５年というふうに年限が流れておりますが、２０１５年は

一般放送における衛星では１２４／１２８度ＣＳ、ケーブルテレビ、それから

ＩＰＴＶ等で４Ｋの実用放送を開始しております。そして、先月のこの審議会

でご審議いただきまして、今年２０１６年に４Ｋ・８Ｋの試験放送がＢＳ１７

チャンネルで開始される予定となってございます。今回の制度整備は赤の点線

の枠内でございまして、２０１７年に１１０度ＣＳ左旋で４Ｋ試験放送が始ま

ること、２０１８年にＢＳ右旋で４Ｋ実用放送、ＢＳ１７チャンネルを含め２

トラポンを目指すということ、それから、ＢＳ左旋での４Ｋ・８Ｋ実用放送、

１１０度ＣＳ左旋での４Ｋ実用放送についての制度整備でございます。その後、

ロードマップにおきましては２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック

競技大会で数多くの中継が４Ｋ・８Ｋで放送され、全国各地におけるパブリッ

クビューイングにより感動が会場のみでなく全国で共有されていること等を２
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０２０年の目指す姿としております。そして、２０２５年頃のイメージとして、

４Ｋ及び８Ｋ実用放送のための伝送路として位置づけられたＢＳ左旋、１１０

度ＣＳ左旋において多様な実用放送の実現、そして右旋の受信環境と同程度に

左旋の受信環境の整備が進捗ということをこのロードマップでは掲げていると

ころでございます。 

 続いて６ページをご覧いただきたいと思います。６ページは、今回の４Ｋ・

８Ｋ実用放送に関する制度整備のスケジュールでございます。左側の紫がハー

ドの制度整備スケジュール、右側がソフトのスケジュールでございます。まず

左側の紫の方、２０１６年初頭ということで、今回赤の点線の中に囲ってござ

いますハードの制度整備、これが今回の制度整備でございまして、この制度整

備を受けまして、今年の春、ハードの公募・申請、そして夏の終わりごろには

ハードの免許というスケジュールでございます。右側のソフトのほうでは春か

ら夏にかけてソフトの制度整備を行い、秋にソフトの公募・申請、そして、右

側の下のほうでございますが、２０１７年初頭にはソフトの認定を行うという

スケジュールになってございます。 

 ソフトの認定から放送開始までには放送事業者におきまして放送設備の設備

投資や運用訓練などを行う必要がございますので、それを２０１７年初頭から

準備を行いまして、２０１８年には４Ｋ・８Ｋの実用放送開始を予定してござ

います。 

 続いて７ページをご覧いただきたいと思います。先ほどＢＳ右旋、左旋と出

てまいりましたけれども、ＢＳとＣＳの放送用の周波数について現行では黒の

線でございますけれども、右回りの偏波方式である右旋円偏波を使用しており

ます。これに対しまして、新たな伝送路として赤の点線でございます左回りの

偏波方式である左旋円偏波を用いますと、同じ周波数で２つの電波を区別でき

ますので、同一の周波数で倍のチャンネルがとれるということになります。こ
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れによって大幅なチャンネル増が実現できます。 

 左上のほうにございますけれども、この左旋円偏波が使えますのは、左旋の

対応衛星として１１０度ＣＳでは２０１７年、ＢＳでは２０１８年から使用で

きることを想定してございます。このように左旋は大幅なチャンネル増が実現

できますが、ただし、アンテナのところでございますが、従来のアンテナは右

旋に対応したアンテナでございますので、新たに左旋対応のアンテナに取り替

える必要がございますし、受信機についても左旋の対応の受信機が必要になり

ます。下のほうのトランスポンダの配列図でございます。上側の黒い部分が右

旋、下の赤い部分が新たに活用できる左旋になります。上側の右旋のほうは全

てのトラポンが埋まっておりまして、このＢＳの１７チャンネルは今年から４

Ｋ・８Ｋ試験放送に使用するトラポンでございます。このトラポンと赤いほう

の左旋のトラポンを活用しまして、４Ｋ・８Ｋの実用放送を行っていくという

ものでございます。 

 続いて８ページをご覧いただきたいと思います。基幹放送普及計画の改正案

の概要についてでございます。まず４Ｋ・８Ｋ放送の伝送路に関する考え方と

しましては、現行の高精細度テレビジョン放送、ＨＤと標準テレビジョン（Ｓ

Ｄ）放送については右旋円偏波、それから４Ｋ・８Ｋ放送については左旋円偏

波を使用することを基本とするということを記載してございます。その下の※

印のところにございますように、ただし、右旋円偏波で行う４Ｋ実用放送は、

現行の視聴環境を踏まえて、立ち上がり期に４Ｋ・８Ｋ放送の普及促進を図る

ための措置と位置づけてございます。 

 その下の４Ｋ・８Ｋ放送のチャンネル数の目標といたしまして、ＮＨＫにつ

きましては、放送系により放送することのできる番組の数の目標のところにご

ざいますとおり、２と掲げてございます。この２の意味は右側のほうの点線の

枠内でございますが、ＢＳ右旋におきまして４Ｋ放送１チャンネル、ＢＳ左旋
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におきまして８Ｋ放送１チャンネル、合わせて２という数の目標を置いており

ます。 

 その下の民間基幹放送事業者につきましては４Ｋ・８Ｋについて全国で１８

程度ということで数の目標を定めております。ここに※印でございますが、帯

域再編がなされる場合には２１程度としてございます。帯域再編については後

ほどご説明させていただきます。１８程度の内訳でございますが、右の点線の

四角の中でございます。ＢＳ右旋については４Ｋ放送２チャンネル、帯域再編

がなされる場合は５チャンネルです。ＢＳ左旋は６チャンネル、１１０度ＣＳ

左旋は１０チャンネルということでございますので、２足す６足す１０で１８

チャンネルになります。１８程度ということでございます。そして、帯域再編

の場合には５足す６足す１０になりまして、２１程度ということになります。 

 帯域再編につきましては１ページ飛んでいただきまして、１０ページをご覧

いただきたいと思います。帯域再編のイメージ図でございます。現在のハイビ

ジョン２Ｋ番組は、現行のトランスポンダを使用してそれぞれ放送が行われて

おりますが、認定を受けたときから比べて、エンコーダの性能向上等によりま

して、現在の帯域を少し削減いたしましても２Ｋの放送を続けることが可能な

場合がございます。そういった番組につきましては自主的に現在の帯域の一部

を返上し、削減することによりまして、既存の２Ｋ番組もトランスポンダを組

みかえて集約して、２Ｋ番組の放送も維持しつつ、自主的に削減した部分を集

約しまして、その空いたスロットを１トランスポンダに集約することで新たに

４Ｋ・８Ｋの実用放送に使用するという考え方でございます。この自主的な削

減によりまして１トランスポンダ分集約できました場合には、今年から始まる

試験放送で行うＢＳ１７チャンネルと合わせまして右旋で２トランスポンダを

使用できるという形になるものでございます。 

 １ページお戻りいただきまして、９ページをご覧いただきたいと思います。
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続きまして基幹放送普及計画の改正案の概要の部分で、ＮＨＫのＢＳによる４

Ｋ・８Ｋ放送の取組といたしまして、ここの赤書きになっております左旋円偏

波の電波の周波数を使用する放送に係る受信環境の整備に関することというこ

とで、ＮＨＫにつきまして、左旋の開拓における先導的な役割を記載してござ

います。その下に書いてございます以下の２点は現行のＨＤ放送と共通でござ

います。 

 その次にＮＨＫのチャンネル数の見直しについて。左旋円偏波の受信環境が

一定程度整備され、左旋の４Ｋ・８Ｋ放送が普及した段階で、ＮＨＫのＢＳの

放送番組の数を検討するとしてございます。その下の※印のところにございま

す、現在、ＮＨＫは、ＢＳ右旋でＢＳ１とＢＳプレミアムの２チャンネルを放

送しております。４Ｋ・８Ｋ実用放送開始後はこの２チャンネルに加えて新た

に２チャンネル放送することになりますので、４チャンネルの放送となります。

これは普及の立ち上げ期に２チャンネル追加して普及を推進するということで

ございますので、普及した段階でのＮＨＫの番組数の見直しについて定めたも

のでございます。 

 その他といたしまして、１１０度ＣＳによる超高精細テレビジョン放送の試

験放送の実施を明記してございます。 

 基幹放送普及計画の改正案の概要は以上でございまして、続いてパブコメの

結果について、２２ページからでございます。今回、この基幹放送普及計画の

案につきまして、意見募集を今年１月３０日から２月２９日まで行いました。

意見提出者として、ＮＨＫ、次世代放送推進フォーラム、民放連等、ここに記

載の２３者の方々から意見の提出があったものでございます。 

 具体的な内容としては、続いて２３ページをご覧いただきたいと思います。

意見募集の結果、主な意見と総務省の考え方でございます。基幹放送普及計画

について、一番上のところでございますが、衛星基幹放送において超高精細度



-15- 

テレビジョン放送の実用放送を実現可能にするための妥当な制度整備であると

考えるというご意見。こちらのご意見は、ここの下にございます合計で２０者

の方からこのようなご意見をいただいております。総務省としては、これを賛

成意見として承るという対応をしております。 

 それから、そこから下のところ、２つ目はＮＨＫに関し、保有チャンネル数

を見直す旨が規定されたとおり、適切な時期に保有チャンネル数の削減につい

て十分な検討が行われるべき等のご意見のほか、この下から次のページの真ん

中あたりまで様々なご意見がございますが、これらの意見については今後の参

考意見として承ることとしてございます。 

 基幹放送普及計画の説明について、私からは以上でございます。 

○久恒放送技術課長 引き続きまして、１５ページまでお戻りいただきたいと

思います。基幹放送普及計画の関連で、今度は周波数の使用計画の関連につい

てのご説明をさせていただきます。放送技術課の久恒でございます。 

 １６ページをお願いします。周波数使用計画の改正の概要についてご説明い

たします。ＢＳ左旋、それからＣＳの左旋につきましてはトランスポンダ、使

用できるものが具体的にたくさん増えるわけでございますが、その中の一部に

ついて、今回開放することを考えてございます。ＢＳの左旋につきましては１

１のチャンネルのうち３つのチャンネルということで、番号としましては、８、

１２、１４を当初のチャンネルとして選定してございます。ＣＳの左旋につき

ましては５つのチャンネルということで、９、１１、１９、２１、２３のチャ

ンネルとしてございます。その下に今回追加するチャンネルにつきましてはと

いうことで、注意書きを記載することを検討してございます。○○というチャ

ンネル数を書き加えますが、○の周波数を使用する場合にあっては当該周波数

に係る中間周波数によりまして、有害な混信が発生したときには特別の措置を

講ずることができるという旨を使用計画の中に付したいというふうに考えてご
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ざいます。 

 この理由については今からご説明いたします。次の１７ページをお願いいた

します。先ほど７ページのほうに周波数の配列、既に記させていただいてござ

いますが、一番低いＢＳの周波数は１１.７１０２３ＧＨｚからはじまり、ＣＳ

の一番高い周波数は１２.７４８２５ＧＨｚでございます。これらの周波数につ

きましては、屋根の上のアンテナで変換されまして、下の図、中間周波数とい

うふうに変換されますけれども、左側の青いＢＳの右旋、一番低い周波数でい

きますと１.０３２２３ＧＨｚから、今度はＣＳの右旋ということで水色の薄い

色になりますけれども、ＣＳの右旋が続きます。一番高い右旋でいきますと２.

０７０２５ＧＨｚになります。その続きでＢＳの左旋が続きまして、下の茶色

のところですが、２、４、６という番号が続きまして、緑色の今度はＣＳの左

旋、３.２２３ＧＨｚという配列になります。 

 具体的には１ページ飛びまして、１９ページ、ちょっとご覧いただきたいと

思います。屋根の上にはＵＨＦのアンテナとか、一部ではＶＨＦのアンテナも

残ってございますが、パラボラアンテナによって衛星放送を受信していただく

ことを考えてございますが、オレンジ色の四角になりますけれども、通常です

とブースターで電波が増幅され、屋根の上で分配器がございまして、そこから

屋内に入って、さらに分配器を通って各部屋のテレビを繋げる壁面端子まで来

ます。これを通じまして、テレビの４Ｋ・８Ｋテレビの中に接続されるという

形態でございます。ここの１９ページには漏洩の形態と書いてございますけれ

ども、過去ＢＳの新チャンネルとして１.５ＧＨｚ帯の中間周波数を開放したと

きですけれども、同軸ケーブルが粗悪であったり、コネクタに緩みがあったり

した場合にはこの１.５ＧＨｚ帯で使用していた既存の受信機、無線機に対して

妨害が発生したということがございました。これらについてもちょっと懸念が

ございますので、もちろんブースターについては、先ほど申し上げたとおり、
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帯域が広がったため３.２ＧＨｚ対応のブースターに取り替えていただくとか、

対応した分配器に取り替えるよう対応していただくとかいう措置を適切にとっ

ていただき、適切な工事をしていただければ漏洩は発生しないというふうに考

えてございますが、１６ページの下の方でございますが、仮に有害な混信が発

生したときについては特別な措置を講ずるということを記載するということを

計画してございます。 

 １８ページでございますが、ＢＳ左旋で開放するチャンネルにつきましては、

先ほど８、１２、１４番目のチャンネルと申し上げましたけれども、８番につ

いては既存の無線局としては放送事業者が使うＦＰＵということで、フィール

ド・ピックアップ・ユニットとの周波数の共用がございます。さらに１２、１

４につきましてはアマチュア、ＩＳＭバンドといって、医療分野、それから小

電力無線ということで、無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉなどで使われている周波数と

重なるということでございます。 

 適切に工事をすれば漏洩問題は発生しませんが、仮にですが、例えばＩＳＭ

バンドとして電子レンジで漏洩があった場合には、電子レンジのスイッチを入

れると４Ｋのテレビの画像が乱れるということになりますので、そのときには

電波の漏洩が起きないような工事をしていただくということを考えてございま

す。 

 パブコメの概要についてもおさらいさせていただきます。２４ページをお願

いいたします。下の段でございますが、基幹放送用周波数の使用計画につきま

しては３点ほどご意見を電気通信事業者３者及び放送事業者さんからいただい

てございます。まず上の段でございますけれども、電気通信事業者３者からい

ただいたものですが、ＢＷＡという周波数と重複する高いほうの１８、２０、

２２チャンネルを使用する場合には、計画に追加するに当たっては、混信の実

態調査とか、それから、ＢＷＡ、既存の無線局への影響等を十分に調査してい
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ただいた上で対応するよう要望いたしますというご意見をいただきました。そ

れに対する総務省の考え方ですが、ご指摘を踏まえ、追加する場合には影響の

確認を行った上で進めるとともに、中間周波数の漏洩を抑制するためのガイド

ライン等の作成及び周知広報に努めるということを記載させていただいてござ

います。 

 第２点目、先ほど申し上げました注書きのところですが、特別の措置の具体

的対処方法についてご教示いただきたいというご意見がございました。これに

対しましては、特別の措置につきましては、他の技術的手段ではほかの無線局

の運用を阻害するような混信を回避することができない場合には、チャンネル

の変更措置や有害な混信を起こさないレベルでの空中線電力の低下措置を含め

まして、あらゆる技術的措置を検討することを想定しているというものでござ

います。 

 さらに最後でございますけれども、ロードマップに示されている２０２０年

の目指す姿どおりに４Ｋ・８Ｋ放送を実現するためには左旋の周波数の最大活

用が不可欠なので、行政及び関係者による環境整備の推進が必要ですというこ

とを要望しますというご意見をいただいてございます。これに対しましては使

用する周波数の拡大につきましては重複するシステムとの共用の調査をしっか

り行いまして、試験電波の発射等により影響の確認を行った上で進めることと

しますというふうに回答を考えてございます。 

 以上、ご説明です。 

○田原電波政策課長 あわせて諮問第９号についてご説明させていただきます。

電波政策課の田原でございます。 

 諮問第９号でございますけれども、本件４Ｋ・８Ｋの左旋の放送の導入に伴

う周波数割当計画の変更というものでございます。ただいまご説明がありまし

たとおり、左旋の円偏波によって４Ｋ及び８ＫのＢＳ放送を開始するというこ
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とでございまして、そこに関する周波数表を変更するというものでございます

が、諮問第９号の説明資料に参考資料としてつけてございますパワーポイント

の横の表をご覧いただければと思います。別表１－２というところに放送衛星

業務の周波数表というものがございますが、変更前、左側、現在でございます

けれども、チャンネル番号１から２３とありまして、右旋偏波という形で、現

在の右旋のチャンネルが振ってございます。その下の２というところにあわせ

て衛星に番組を送る、フィーダーリンクと申しますが、１７ＧＨｚ帯、こちら

についても同じように右旋偏波のものを指定してございます。こちらについて、

左旋円偏波という形で左旋を使えるようにということで、それを２から２２の

チャンネルを追加するというものでございます。 

 伴いまして、表現を右旋偏波から右旋円偏波と変えてございますけれども、

内容については一緒でございます。ほかの現在の基幹放送普及計画等の表現に

合わせて今回修正するというものでございます。 

 あわせて左側の一番下の２の下に米印があって、これらの一部周波数に国際

調整が必要な場合があるという注釈がございましたが、こちらはかつて無線通

信規則、一部チャンネルにデジタル化の際にそういう制約がかかっていたとい

うことで書いてございましたけれども、現在この規定がないということですの

で、これをあわせて今回の変更に伴いまして削除するということで、注釈部分

をとってございます。 

 本件に関しましてもパブリックコメントを１月末から２月末まで行っており

ますけれども、周波数割当計画に関する意見の提出は特段ございませんでした。 

 本件につきましても本日答申をいただきましたら、速やかに周波数割当計画

は告示になりますが、変更いたしまして、施行することを予定しております。 

 以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。 
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 それでは、諮問第８号及び第９号につきまして、それぞれご質問、ご意見、

ありますでしょうか。お願いします。 

○吉田代理 よろしいでしょうか。４Ｋ・８Ｋの放送につきましては、それな

りのニーズがあるということで、その実用化に向けてこういう制度を整備して

いくことは、基本的に結構なことではないかと考えておりますが、先ほどの資

料でいいますと、５ページのところでコメントと言いますか要望を述べさせて

いただきたいと思います。すなわち、５ページの、先ほどご説明いただいたと

ころではなくて、一番下の緑の枠の中の注意書きのところですが、新たに高精

細・高機能な放送サービスを求めない者に対してはそうした機器の買換えなど

の負担を強いることは避ける必要がありますと書かれておりまして、この点は

非常に重要な点かなと思っております。 

 先ほど来、説明を伺っておりますと、２０１８年からの４Ｋの実用放送を実

際に消費者の方が受信しようといたしますと、まずアンテナ系を左旋対応に換

えないといけない。それから、ブースターをはじめとして、宅内へ引き込むと

ころも新しいものに換えないといけない。先ほど中間周波数が２ＧＨｚから３

ＧＨｚまでになるということを伺いましたので、そうすると、当然減衰量も大

きくなりますから、ケーブルを換える必要が場合によっては生ずるかもしれま

せんし、受像機も当然換えないといけないということでしたので、消費者の方

にとっては相当大きな投資が必要になるのかなと考えております。そうします

と、その投資で得られるメリットがどれだけあるのか。４Ｋのコンテンツがど

うなるかにも依存するかと思うのですけれども、２Ｋ放送から４Ｋ放送に変わ

ることによって、消費者の方がどれだけ４Ｋに対してメリットを感じてもらえ

るか。投資額と実際にそれによって得られるメリットの関係について、できる

だけ分かりやすく消費者の方に周知啓発していく必要があるのかなと感じまし

たので、私自身もそのあたり明確には整理できていないのですけれども、消費
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者の方に混乱が起こらないように、十分留意してすすめていただければと思い

ます。 

 それからもう１点ですけれども、今後４Ｋや８Ｋの実用化がすすみますと番

組数が非常にたくさんになってきます。例えばＮＨＫだけでも、今、地上波で、

Ｅテレも含めて２チャンネルありまして、そこへＢＳの２Ｋが２チャンネルあ

って、今後さらに４Ｋが１チャンネルと８Ｋ対応が１チャンネルで、ＮＨＫだ

けで６チャンネルになるのでしょうか。そうしますと、民間放送も入れますと、

膨大なコンテンツが流されることになります。このような状況を考えますと、

先月、松﨑委員のほうからもありましたけれども、録画して、好きなときに視

聴するとか、あるいはオンデマンドで視聴したりとか、そういうニーズが結構

今まで以上に強くなるのかなと思いまして、そういうことについて、何かご配

慮していただけるようになるとありがたいのかなと感じたものですから、コメ

ントさせていただきます。 

 以上です。 

○前田会長 何かありますか。 

○鈴木衛星・地域放送課長 吉田先生から今御指摘のございました、消費者の

混乱が起きないようなわかりやすい周知啓発が必要ということについては、し

っかりとこれから対応していきたいと考えてございます。 

 それから２点目の番組数、先ほど左旋のほう、トラポン数が最終的には倍増

するということで、チャンネル数が非常に多くなるということでございます。

そういった新たなチャンネルのところで多様な番組が放送されるよう、そして、

視聴者のニーズに応えた魅力的な番組が放送されるよう期待しているところで

ございます。特に最近の技術の進歩でさまざまなニーズに応えることができる

ようになっていますので、例えばスマートテレビと連動した４Ｋ放送ですとか、

ネット配信との連動など、さまざまな形で視聴者のニーズは多様になっていま
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すので、これまでのテレビ放送だけでなくて、新しい形でのテレビ放送のサー

ビスが提供されることも期待しているところでございます。 

○吉田代理 ありがとうございます。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

○石黒委員 ４Ｋ・８Ｋのロードマップ、非常に立派なものができていて、こ

のとおり進むといいなと思ったのですけれども、今は右旋対応のテレビという

か、受信機、アンテナしか皆さん持ってない中で、２０２０年に目指す姿を実

現するとなると、こういった省庁を中心にした制度整備というのはもちろん土

台になりますが、消費者の側としては買換えが必要になるというのを、私も全

然知りませんでした。そういうことを２０年に向けてはもう少し宣伝していか

なきゃいけないのかなと思います。私のように買換えが必要な事を知らない人

が多分普通ですので、啓蒙活動というか、もっと周知を図ることが必要かなと

思いました。そのときに吉田先生がおっしゃったように、お金がかかりますの

で、メリットは何なのかというのをもう少しちゃんと打ち出さないと、わざわ

ざお金を出してまで買換えないというのが素朴な消費者の感覚かなという気が

するので、そこはうまく整理してＰＲするのが重要と思います。 

 あと質問を１つですけれども、普及に当たっては政府として何か補助金を出

すとか、そういったことで普及を図るというのは計画の中にあるのでしょうか。 

○鈴木衛星・地域放送課長 ４Ｋ・８Ｋの取組を推進していくためにこれまで

も、国、放送事業者、ケーブルテレビ事業者、通信事業者、メーカーといった

関係者の共通の目標としてロードマップをつくり取組を進めているところでご

ざいまして、例えばこれまでも試験放送が既に一般放送のところでは始まって

おりますし、ＢＳでも今年から試験放送、それから実用放送という段階に入っ

てまいりますけれども、この４Ｋ・８Ｋの技術基準を作るに当たっての技術実

証、研究開発のための国の支援ですとか、あるいはこの実用放送をしていくた



-23- 

めにまだまだ技術の部分で技術的な実証をしなければいけない部分がございま

すので、そういう研究開発、技術基準作り、それから技術実証のための支援と

いうのはこれまでも予算措置を講じておりまして、行っているところでござい

ます。今後、実用放送の段階になりますので、その中でどういった支援ができ

るのか、あるいは必要なのかということは、今後この２０１８年の実用放送開

始に向けて検討を進めていきたいと思います。 

 それから、重ねて消費者の方々への正確な周知ということを石黒先生からも

ご指摘いただきましたので、私どもとしても改めて今後しっかりと対応を考え

ていきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○石黒委員 お願いします。ありがとうございます。 

○前田会長 どうぞ、お願いします。 

○松﨑委員 ２０２０年の目指す数値目標のようなものはあるのですか。何万

世帯が購入して視聴できるようになっていることが望ましいというような数値

目標ですが、今後の４年間に消費税増税などのマイナス要素があるので、もし

一定の数値目標があったとしたら、到達が不可能なのでと思ったのですが。 

○鈴木衛星・地域放送課長 放送事業者、メーカー等の関係者で策定したロー

ドマップの中では、２０２０年の目指す姿としては、定性的な姿を目標として

定めているところです。これに合わせまして、シンクタンクに推計していただ

きまして、目標ではないのですけれども、今後の４Ｋ対応テレビの普及の推計

を行いました。その中では２０２０年には全世帯の約半分、５０％に４Ｋテレ

ビが普及し、単年度で見ますと、２０２０年のテレビの出荷のうちの７０％が

４Ｋテレビの出荷になっているというような推計が行われておりますが、これ

はあくまでも昨年時点での推計であり、それを目標として掲げているという位

置付けではございませんでした。 

 以上です。 
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○松﨑委員 ありがとうございます。 

○前田会長 私のほうから細かい質問ですけれども、１つは、既存の２Ｋを放

送しているＢＳのスロット数がエンコーダの性能アップで少し少なく、２４が

１６ぐらいになるというようなイメージだと思いますけれども、そうしたとき

にここに自主的に削減というふうに書いてあって、なかなか自主的に削減する

ものだろうかという思いがあったのですが、後ろのパブコメを見ると、特に反

対意見がないので、これは削減することになるかもしれない当事者である放送

事業者としてはそう難しいことではなく、当然だというふうに理解していると

捉えていいわけですか。 

○鈴木衛星・地域放送課長 制度的に申し上げますと、今回のこの計画では仮

に自主的な削減をそれぞれが行って、２Ｋと４Ｋは同じトランスポンダに混ぜ

られないので、４Ｋ分として自主的に削減を行った分を集約して、１トランス

ポンダ分が集まれば２トランスポンダで４Ｋを右旋で行いますということで、

仮に自主的に削減する事業者の希望がなければ、ＢＳ１７チャンネルだけの１

トランスポンダで４Ｋの実用放送を右旋では行いますということで、この制度

におきましては、どちらに比重を置くことなく、帯域再編が起きる場合と起き

ない場合、中立的に規定してございますので、必ずしも現段階で自主的に返上

する事業者が意思を固めたとか、決まっていて、確実に帯域再編が起きるとい

うような制度の設計にはなっていないというところでございます。 

 今後、先ほどの資料で申し上げますと、６ページのところでございますが、

これが制度整備のスケジュールでございますけれども、右側の橙色の、ソフト

の公募申請というのが今年の秋に予定してございます。この秋のソフトの申請

のときに４Ｋの実用放送の申請を行い、そのときに併せて、自主的に返上しま

すという申請があって、それを集約して１トランスポンダ分になれば帯域再編

が起きまして、それがなければ帯域再編なしということになりますので、実際
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に帯域再編があるかないかが固まってくるのは今年の秋の段階になるというよ

うなスケジュールになってございます。 

○前田会長 それからもう１点、全く細かいのですけれども、１８ページで周

波数は既存の割当てがどこも全部あるわけですけれども、これらについては基

本的には回避できるということで考えているということですね。混信が発生し

ないような仕組みをあらかじめ何らかの形で徹底するというか。 

○久恒放送技術課長 先ほどの、その次の１９ページでございますけれども、

ＢＳの左旋の電波が衛星からおりてきましても、まず、パラボラアンテナを左

旋用のパラボラアンテナに交換していただかない限りは宅内に電波が届かない。

ここの入り口から交換が必要になってございますので、それぞれの機器を適切

に購入していただいて、適切に工事していただければ、まずは混信は発生しな

いというふうに考えてございます。ただ、万が一にもということですので、も

ちろんそういう工事も適切にやっていただきたいということを関係者に働きか

けるなど、しっかり広報は努めてまいりたいというふうに思ってございます。 

○前田会長 ここは基本的には視聴者側の対応なわけですけれども、例えば８

チャンネル、ＦＰＵなんかは放送事業者がマラソンの中継があって、やってい

るときに軒並みそこらのパラボラのところに当たっちゃってという、そういう

話はないのですか。 

○久恒放送技術課長 それがあり得ないとは断言はできませんので、もちろん

そういう、例えばマラソン中継の場合ですと前の週からそのコースで車が走っ

て走行テストをしながら受信環境を確認するという方法がございますが、その

中で仮に漏れていた場合には、その家を、アパートを特定し、工事、対策とい

うことを求めていくということになります。 

○前田会長 分かりました。 

 それから、これは感想ですけれども、先ほどのような電波漏洩のための対策
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を含めて、もろもろの投資を視聴者側がしなきゃいけないとなると、基本的に

は衛星放送の普及を阻害することにはなるのですけれども、一方ではケーブル

テレビとか、ＩＰ放送とかのほうにむしろ段々シフトしていくことを結果的に

促進するということになるのですかね。 

○今林情報流通行政局長 既に半数の世帯ではケーブルテレビ経由で放送をご

覧いただいて、地上放送のデジタル化のときにはその関係で大変ご苦労もいた

だいたわけですが、今会長がおっしゃったように、アンテナを一々立てるのが

面倒だとおっしゃる方々はこの機会にと考える方もおいでになるかもしれませ

ん。他方で、デジタル化と違いまして、期限を切って、強制的に周波数移行を

図る、あるいは視聴者の皆様に２０１１年７月２４日で見えなくなりますよと

いうようなものではございませんので、いわばモアチャンネル、付加的に楽し

みが増えるという性格のものでございますので、そういう意味では視聴者の

方々にご選択をいただくということになります。そういう意味でも吉田先生と

石黒先生からご指摘のありましたように、私ども、まだそこまで手がついてい

ませんけれども、関係する事業者で集まるだけじゃなくて、視聴者の皆様を代

表するような方々、あるいは販売店とか、そういった方々の皆様にも入ってい

ただいて、視聴者の皆様に正しい情報を選んでいただけるような方法、あるい

は周知の仕方とかも検討していかなければいけないのかなというふうに考えて

おります。 

○前田会長 よろしくお願いいたします。 

 どうぞ、お願いします。 

○林委員 一つ教えていただきたいのですけれども、諮問第８号説明資料の９

ページのところで２つ赤字で強調されている箇所があって、一方では、「ＮＨＫ

のＢＳによる４Ｋ・８Ｋ放送の取組」の項において、「左旋円偏波の電波の周波

数を使用する放送に係る受信環境の整備に配慮すること」とあり、４Ｋ・８Ｋ
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放送普及におけるＮＨＫの先導的役割に期待を示す記述がございます。他方で、

後段の「ＮＨＫのチャンネル数の見直し」の項では、「４Ｋ・８Ｋ放送が普及し

た段階で、ＮＨＫのＢＳの放送番組の数を検討する」とあり、ＮＨＫの業務範

囲の適正規模に配慮した記述がうかがえます。このように、一見すると矛盾し

ているかのような方向性が垣間見えるのですが、これは忖度するに、協会によ

る公共放送と民間放送事業者による民間放送との間の二元体制のバランス確保

と、その維持に配慮した記述というふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○鈴木衛星・地域放送課長 まさにおっしゃるとおりでございまして、４Ｋ・

８Ｋという新しい放送を推進していくに当たっては公共放送であるＮＨＫの先

導的役割ということは重要ですので、これまでＢＳ１とＢＳプレミアム、衛星

については２チャンネルでやっていたところを４Ｋ・８Ｋ放送普及の立ち上が

り期ということで、さらに加えて２チャンネルでＮＨＫには放送をしていただ

くということでございますが、これが普及した段階になりますと、ＮＨＫが４

チャンネルで衛星放送を普及の立ち上がり期の推進だけではなく、恒常的に４

チャンネルの体制で行うのかという議論が出てくることになりますので、その

時点でＮＨＫの番組の数をどうするかということは、その時点で見直しを図る

ということをここに規定しているというところでございます。まさに林先生が

おっしゃったとおりでございます。ありがとうございます。 

○前田会長 どうぞ。 

○吉田代理 １つだけ、用語についてお尋ねしたいのですけれども、８ページ

の下のほうの４Ｋ・８Ｋ放送のチャンネル数の目標のところですけれども、こ

の中に記載されている放送番組の数の目標を見ますと、２とか１８程度と書か

れています。一方、その右横には、伝送路ごとのチャンネル数が書かれていま

して、チャンネル数を足し算したものが、番組の数の目標値になっているため、

チャンネル数イコール番組数というふうに読めるのですけれども、番組の数と
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言う場合の番組はチャネルと全く同じなのでしょうか。 

○鈴木衛星・地域放送課長 世間一般でチャンネルとは言っておりますが、基

幹放送普及計画では番組という用語を使用していますので、世間で言うチャン

ネル数と普及計画の、番組数は同じでございます。それで、大変申しわけござ

いませんが、８ページの右側の伝送路ごとのチャンネル数と言っているチャン

ネル数はむしろ基幹放送普及計画では番組数のことでございますので、ここで

言っているのは、４Ｋ放送、１チャンネルと書いておりますが、普及計画では

１番組ということでございます。なので、ここは制度上の番組数について言っ

ております。また、世間で言うチャンネルと制度上のチャンネルも意味が違っ

ておりまして、ＢＳ１７チャンネルなどという言い方をしているトランスポン

ダについて、１トランスポンダ、１つ分をチャンネルと言っていまして、それ

は番組とは違う考え方で、複数の番組が集まって１つのトランスポンダになっ

て、トランスポンダをチャンネルと呼んでおります。基幹放送普及計画の中で

は世間で言っているチャンネル数がここで言う番組の数の番組数になっており

ます。 

○吉田代理 じゃ、１つのチャンネルの中に複数の番組チャンネルといいます

か、ストリームがあるという理解でよろしいのでしょうか。 

○鈴木衛星・地域放送課長 はい。世の中ではなく、ここの基幹放送普及計画

ではＢＳのトランスポンダで１チャンネルとか、３チャンネルとか、５チャン

ネルというトランスポンダごとのチャンネルという名前をつけておりまして、

その中に複数の番組があります。その複数の番組ごとに放送を行っていますの

で、この番組のことを世の中では何々チャンネルと、チャンネルと呼んで、世

間一般での言い方と制度上の用語がずれているためちょっと紛らわしいのです

が、そのようになってございます。 

○吉田代理 一般消費者から見ますと、番組と言われると例えば７時から９時
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までといったある特定の番組を連想してしまいます。この世界では用語が消費

者の世界とかなり違っているわけですね。 

○鈴木衛星・地域放送課長 はい。法令上の用語になっていますので、消費者

の方々への普及、周知のときには、そういった用語の使い方も十分に気をつけ

るようにしたいと思います。まさにご指摘のとおりで、ありがとうございます。 

○吉田代理 よろしくお願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、特にご異論もないようですので、諮問第８号及び第９号につきま

して、諮問のとおり変更することが適当である旨の答申を行うこととしてはい

かがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議がないようですので、そのように決することといたします。

答申書につきましては、所定の手続の上、事務局から総務大臣宛て提出してく

ださい。 

（田原電波政策課長退室） 

 

（３）９９MHzを超え１０８MHz以下の周波数を使用する移動受信用地上基幹放

送の業務の認定について（諮問第１０号） 

 

○前田会長 それでは、次に諮問第１０号、９９MHzを超え１０８MHz以下の周

波数を使用する移動受信用地上基幹放送の業務の認定につきまして、藤野地上

放送課長から説明をお願いいたします。 

○藤野地上放送課長 地上放送課の藤野でございます。 

 お手元の資料諮問第１０号のご説明資料に沿ってご説明させていただきたい

と思います。これまでの経緯とありますが、一番下側でございます、中日本マ
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ルチメディア放送株式会社からＶ－Ｌｏｗマルチメディア放送のサービスを行

いたいということで申請があったものでございます。 

 関東・甲信越広域圏、それから、近畿広域圏、そして、九州・沖縄広域圏、

これはこれまでいろいろ手続について諮問させていただきましたけれども、無

事３月１日をもってサービスが開始されたところでございます。今回はサービ

スが開始されたエリア外で、東海・北陸広域圏、インフラにつきましては先月

諮問させていただきましてご答申をいただきましたけれども、今回、いわゆる

放送事業者から申請があったというものでございます。 

 放送事業者は、中日本マルチメディア放送株式会社といいます。これまでの

インフラ会社、それから、放送事業者のグループ内の会社でございまして、出

資者については、ＢＩＣ株式会社をはじめとした方々という形になってござい

ます。 

 放送のイメージでございます。基本的にこれまでの関東・甲信越広域圏、近

畿広域圏、あるいは九州・沖縄広域圏と同様でございます。音楽、映像等、そ

れぞれをＣｈａｎｎｅｌ－Ｌｏ、それからＣｈａｎｎｅｌ－Ｖというふうに分

けておりまして、その中でさまざまなコンテンツ事業者からの番組の提供を受

けたり、あるいは自前での番組を確保して提供することとなってございます。 

 このほか、安心・安全情報サービスといって、緊急時には市町村、あるいは

都道府県からの防災安全情報が割り込む形で優先して放送するという形になっ

てございまして、これもほかのエリアと同様でございます。 

 今回の審査にかかるものでございますが、中日本マルチメディア放送の収支

計画については、まず、コンテンツを提供する株式会社アマネク・テレマティ

クスデザイン、あるいは東京スマートキャスト株式会社等からの支払いを受け

るものでございまして、これが売上げになるわけでございます。 

 それから、主な費用でございますが、放送費として、自分での番組制作等の
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費用、それから、放送委託費として、インフラの提供事業者である株式会社Ｖ

ＩＰに対して払う料金でございます。基本的に、エリアのカバーに従ってだん

だん支払いが増えていくというふうなことになってございます。 

 審査の結果でございます。基幹放送設備の確保可能性については、既にイン

フラの事業者である株式会社ＶＩＰのほうで準備を進めておりますので、これ

は適と。ほかに経理的基礎については、先ほどの収支計画でございますが、適。

あるいは技術的能力、技術基準への適合性等について審査し、その結果は認定

して適当なのではないかということでございます。 

 周波数でございますが、これまでの３エリアと違いまして、低いほうですね。

互い違いに黄色と緑で、日本地図で示しておりますが、今回は黄色のほうでサ

ービスを行う初めての事業者ということになるわけでございます。 

 それから、主な受信端末については、これまでもご紹介させていただきまし

たが、新しいデジタル防災ラジオということでシチズン時計株式会社が出資し

ているリズム時計工業株式会社が開発していると聞いてございます。ペットボ

トルのサイズになっておりまして、車のペットボトルホルダーに入れてそのま

ま運べるというような形でございます。 

 以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件につきまして、何かご質問、ご意見等はありますで

しょうか。 

○林委員 すみません。 

○前田会長 はい、お願いします。 

○林委員 また教えていただきたいことですけれども、Ｖ－Ｌｏｗマルチメデ

ィア放送の事業計画の審査についてです。ご高承のように、Ｖ－Ｈｉｇｈの携

帯端末向けマルチメディア放送のほうは、結局、基幹放送局提供事業者等が事
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業継続を断念したということが、最近になって報道されております。そうなる

と、サービスの利用者側において、利便性を損なうおそれが生じたり、またサ

ービスの供給者側においても、既にこのために整備した基地局等の投資が一部

無駄になったり、さらに総務省においても、このために割り当てた周波数帯域

の利用を今後どうするのかといった問題が、これからいろいろ出てくると予想

されるのですけれども、今回審議がなされておりますＶ－Ｌｏｗにおいても、

今般のＶ－Ｈｉｇｈのような経験を踏まえて、事業の安定継続性についてどの

ように見ていかれるおつもりなのか。資料によると、一応見通しでは、黒字化

するという計画ですけれども、この見込み通りに、事業がゴーイングコンサー

ンとして安定的に継続していくかどうかについて、継続的なフォローアップを

総務省としてどのようにチェックされていくおつもりなのか。もちろん、この

計画通りに順調に事業が進んでいっていただければ、それはたいへん結構なこ

とですけれども、もし万一うまくいかなかった場合のことも一方では頭の片隅

に置きつつ、そのあたりも踏まえて、放送法関係審査基準等による審査が必要

なのではないかという気がしたのですけれども、そのあたりはいかがでしょう

か。 

○藤野地上放送課長 どうしても収支計画というのは事前の予想とその後の展

開というのが必ずしも同じでない場合は確かにあると思いますけれども、Ｖ－

Ｈｉｇｈのサービスの場合と今回のＶ－Ｌｏｗのサービスの場合では、事業計

画を見る限り、ビジネスモデルは違うものになってございます。Ｖ－Ｈｉｇｈ

は基本は有料サービスということで、どのように加入者を獲得していくかとい

うふうなモデルであるわけでございますが、今回、中日本マルチメディア放送

株式会社をはじめとしたＶ－Ｌｏｗの会社というのは広告放送をモデルとして

おりまして、自前でも番組を調達できますけれども、コンテンツサービスをや

る会社が番組枠を買い取ってやるといったもので、かなりビジネスモデルは違
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うものでございます。そういった形でそれぞれの事業者の事業計画がどういう

ふうになるかというのを審査しているわけでございまして、一応そういう見通

しだということですけれども、確かにそのとおりいかない部分ということも出

てくるかもしれないと思いますが、そういったビジネスモデルの違いなどを勘

案しながら、こちらとしてもいろいろお話を伺って、こういった審査をさせて

いただいたということでございます。 

○林委員 将来、都度都度に、当初はこれでオーケーだと。その後事業が展開

していくにつれて変わってくる場合もあるだろうと。その場合に都度都度に当

局としてモニターというか。 

○藤野地上放送課長 インフラの事業者のほうで、今回の事業者ではなくて、

株式会社ＶＩＰですけれども、こちらで特定基地局の開設計画といいまして、

どのようにエリア展開していくかについて計画を定めています。その際の収支

の状況なんかも含めてなんですけれども、５年間ウォッチしていくことになっ

ておりますので、その都度、この計画との乖離というのが生じた場合には、そ

ういった事情なんかもお伺いしていこうと思ってございます。 

○林委員 どうもありがとうございました。 

○前田会長 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

○吉田代理 今回の審査結果につきましては、異論はございません。ただ、以

前から気になっておりますのが、準備された３つの３セグメントのうち６セグ

メントが認定されている点です。これはルールで６セグメント以内という制約

があったと理解しているのですが。 

○藤野地上放送課長 １社当たりということですね。 

○吉田代理 １社当たりですね。結果として３セグメント余っている。ほかの

地域でも全て同じ状況で、６セグメントずつ認定されて、３セグメントがずっ

と余ったままになっていますね。この余った３セグメントにつきまして、速や
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かにそこを使ってサービスをやるという業者があらわれることが非常に望まし

く、空いたままずっと置いておくというのは非常にもったいないなと思います。

そこの有効活用を図る見通しというか、何かお考えはあるのでしょうか。 

○藤野地上放送課長 おっしゃるとおりでございまして、今回、放送事業者を

募集するに当たって、手を挙げてこられたのが各ブロックこれまで１社ずつで

ございました。最大の６セグメントで申請があったということでございますけ

れども、さらに残った３セグメントがあるわけでございますので、機会を見て、

また募集をする等によって有効活用を図っていきたいと思ってございます。 

○吉田代理 貴重な電波ですので、ぜひ何とか有効活用を図っていただけるよ

うによろしくお願いいたします。 

○前田会長 ほかにございませんか。 

 特になければ、諮問第１０号につきまして、諮問のとおり認定することが適

当である旨の答申を行ってはいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議がないようですので、そのように決することといたします。

答申書につきましては、所定の手続の上、事務局から総務大臣宛て提出してく

ださい。 

 

（４）認定放送持株会社の認定について（諮問第１１号） 

 

○前田会長 それでは、次に諮問第１１号、認定放送持株会社の認定につきま

して、藤野地上放送課長から説明をお願いいたします。 

○藤野地上放送課長 続けて、藤野でございます。よろしくお願いいたします。 

 諮問第１１号の説明資料ということで、こちらも参考資料のパワーポイント

の資料のほうをご覧いただいて、ご説明させていただきたいと思います。 
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 まず最初にパワーポイントの６ページ目のほうからご覧いただければと思い

ます。そもそも認定放送持株会社制度というのはどういったものなのかといっ

たところからご説明させていただきたいと思います。認定放送持株会社制度は、

各放送事業者等によって経営の効率化、あるいは資金調達の容易化等のメリッ

トを有するようなグループ経営を行う選択肢を設けようということで平成１９

年の放送法改正で導入された制度でございます。こちらにつきまして、２番に

制度概要とございますけれども、１以上の地上系の基幹放送事業者を子会社と

し、２以上の基幹放送事業者を関係会社とする会社について認定を受けた場合

いろいろな法的効果があるという制度になってございます。 

 こちらの「子会社」、あるいは「関係会社」については、放送法上定義を行っ

ております。ここで言う「子会社」というのは基本的には会社法と同じですけ

れども、議決権が実質的に１００分の５０超であるもの、これを「子会社」と

言っております。「関係会社」の定義は、放送法のオリジナルですけれども、認

定持株会社の場合は議決権が実質的に１０分の１超というものを「関係会社」

と呼ぶというふうになってございます。 

 次のページ、７ページ目でございます。こういったものを子会社、あるいは

関係会社として持つ会社が認定を受けるとどういう法的効果があるかというも

のを整理してございます。基本的に３つございます。①のマスメディア集中排

除原則の緩和というところをご覧いただきたいと思いますが、認定を受けない

場合、放送事業者について支配関係を持とうという場合にはテレビ１局、ある

いはラジオ４局以下であるというのが通常の原則でございます。これに対しま

して、認定を受けた場合は同一の放送対象地域ではテレビ１局、ラジオ４局ま

でですけれども、放送対象地域の数の合計が１２以下であれば関係会社として

もっと持つことができるというふうな制度の枠組みになってございます。 

 ②でございます。そういった会社を傘下に置く持株会社について外資規制を
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持株会社自身に直接適用するというふうな効果がございます。直接適用になり

ますので、持株会社について、外国人等による議決権が５分の１以上の保有と

いうのが制限されるというふうになってございます。 

 効果の３つ目が③、認定放送持株会社への議決権保有の制限ということでご

ざいまして、ある一の方、ある方がこの持株会社の議決権を持とうという場合

には、原則として３分の１以下までに制限されるという効果がございます。 

 これまでに認定を受けた会社について８ページにご紹介してございます。平

成１９年の放送法改正を受けて制度化され、最初に認定を受けたのがフジテレ

ビのグループで、フジ・メディア・ホールディングスという持株会社のもとに

関係の会社が子会社になるという形をとりました。これは平成２０年のことで

ございました。これに続きまして、キー局系の会社が全部で５つありますが、

これがテレビ朝日に至るまで、全てこの体制になりました。それから、キー局

系以外では中部日本放送、この図の一番右側でございますけれども、平成２６

年４月の認定ということでございますけれども、もともとテレビとラジオ兼営

の会社だったのですが、テレビとラジオを分けまして、持株の下に各々を子会

社として傘下に置くという体制に変わったものでございました。今回は、これ

に続く７件目ということで申請があったものでございます。 

 戻っていただきまして、表紙をめくって１ページ目をご覧いただきたいと思

います。今回申請がございましたのは九州のＲＫＢ毎日放送でございます。Ｒ

ＫＢという名称はラジオ九州というところから来ているのですが、福岡の会社

で、ＴＢＳ系列の会社でございます。現状と、今回の認定を受けるとどういう

ふうになるのかということを対比した形で１ページに書いてございます。左か

らご覧いただきますと、現在、「ＲＫＢ毎日放送」というのがあるわけでござい

ますが、既に持株会社体制に移行することを見越して途中まで再編してござい

ます。現在放送会社として「ＲＫＢ毎日放送」をやっているのですけれども、
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自らが議決権を１００％保有した形で準備会社を作っております。図の真ん中

にございます「ＲＫＢ毎日分割準備株式会社」というところで、今般、放送持

株会社の認定を受ければ、この準備会社に放送事業を譲渡して、免許も承継さ

せるということになってございます。自らは商号を変えて、持株会社に移行す

るということです。 

 それから、この北部九州のエリアで、長崎県諫早市のコミュニティ放送で、

エフエム諫早という会社がございます。これに対しても昨年９月に１２.６％議

決権を保有しております。認定を受けた後にはこの社を持株会社の下の関係会

社として傘下に置く体制に移行しようというものでございます。 

 ２ページ目をご覧いただきたいと思います。今般申請があったのがＲＫＢ毎

日放送で、この社が持株会社に移行するわけでございますが、申請の概要を書

いてございます。図の真ん中のほう、この会社の子会社となることを想定して

いる基幹放送事業者が、新しく分割して作った会社で、放送事業等を譲渡する

相手先の新・ＲＫＢ毎日放送株式会社ということになります。それから、その

下に関係会社と書いてありますが、これが、コミュニティ放送のエフエム諫早

でございます。それから、放送事業者以外で子会社になる会社がございます。

その下の欄でございますが、ＲＫＢ興発等、３社が挙がってございます。 

 これについてどのように審査するかということでございますけれども、３ペ

ージ目をご覧いただきたいと思います。形式的要件、それから、欠格条項を含

めて、５項目ございます。順次ご説明させていただきたいと思います。 

 まず最初、申請対象会社、この場合は持株会社に移行するＲＫＢ毎日のこと

でございますが、これが株式会社であること。これは形式的要件で、満たして

いるところでございます。 

 ２つ目、持株会社自身は基幹放送事業者でないということでございます。 

 ３番目、持株会社の総資産に占める放送関連の資産が５０％を超えることと
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いう要件がございます。これは具体的には、新しいＲＫＢ毎日と子会社に準ず

る形で関連会社という定義があるのですけれども、これは議決権１００分の２

０以上、１００分の５０以下のものを言いますが、そういったもの等を合わせ、

放送関連の資産が半分を超えているかというものでございます。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。具体的にどういったものが分子に

当たるかですね。上側に書いています。左からご覧いただきますと、まず子会

社としての基幹放送事業者であるＲＫＢ毎日放送の株式の取得価格。②ですけ

れども、様々な放送関係の業務を行う子会社、それから関連会社です。子会社

は上の３つでございまして、関連会社は一番下の九州東通という番組制作の会

社です。これを全部合わせた株式の取得価格。それから③になりますけれども、

放送関係の業務を行うもろもろの固定資産ですね。それから、子会社への貸付

金、あるいは放送業務にかかわる流動資産、収入、配当金などですね。そうい

ったものが分子になります。分母が一番下のほうでございますけれども、この

持株会社自体が持つ総資産の合計額から子会社や関連会社に係る投資等を差し

引いた額ですね。これを計算いたしますと「５９.１５％」になるということで、

要件を満たしているということでございます。 

 ３ページに戻っていただきたいと思います。審査の項目の４番目でございま

す。経理的基礎、収支の見込みがちゃんとあるかということでございます。 

 続いて５ページ目をご覧いただきたいと思います。こちら収支の見積もりを

連結ベースで掲げてございます。収益、費用とも、ずっと黒字で推移しますと

いうことですが、中身をご覧いただきますと、連結ベースですので、グループ

内の取引は相殺されてしまうので、営業収益の合計と数字は合いませんが、括

弧の形で、このグループの中の各社の収益の内訳を掲げてございます。新たな

持株会社自体は土地や建物の資産を持っており、賃貸収入が入ります。それか

ら、子会社への経営指導料というのが入るわけですね。子会社で最も大きいの
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はＲＫＢ毎日放送で、広告放送をやっていますので、広告収入等が入りますと

いうことになってございます。それから、関連の子会社としてＢＣＣというシ

ステム開発の会社もございますけれども、そういった金額がここに立っている

ということで、ここから営業収益が立つということでございます。 

 費用について下のほうにございますけれども、こちらはいろいろな減価償却

や人件費等が立って、こういうふうになるということで、こちらも収支の見込

みは良好と言えるのではないかということでございます。 

 ３ページに戻っていただきたいと思います。あとは５番の欠格事由でござい

ます。外資規制に抵触しない。あるいは電波法や放送法の処罰歴がないという

ことで、欠格事由に該当しないということでございますので、これら項目を満

たす申請者について、認定を行うこととしたいということで今回お諮りしてい

るものでございます。 

 以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、何かご質問、ご意見等はありますでしょうか。 

○石黒委員 すみません。１つ教えてください。中身の話ではなくて、手続の

話ですけれども、申請自体が今年２月２６日、つい最近ですけれども、申請が

あってから標準処理時間みたいなのがある関係でこんなぎりぎりに持ってくる

のですか。 

○藤野地上放送課長 申請の内容としては、この会社は昨年９月から会社を分

割したり、あるいはエフエム諫早に議決権を持つとかというふうな準備を進め

ておりまして、組織再編の方法としてもあまり複雑ではございませんでしたし、

経理的な審査事項においても、経営的にはよく回っている会社ですので、あま

り審査が難しくなかったというのが事由でございます。標準処理期間について

は調べてお答えしたいと思いますけれども。 
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○石黒委員 事実上は正式な申請は２月２６日ですけれど、去年からずっと相

談に来ていて……。 

○藤野地上放送課長 それはございます。 

○石黒委員 いろいろな資料をその都度出してもらって、こうなっている、あ

あなっていると、説明を受けて、全部大丈夫そうなので、この日に出しましょ

う、そういうことですか。 

○藤野地上放送課長 あまり事細かに審査したということではないですけれど

も、いろいろな準備状況などについてはお話を伺っていたのですが、特に問題

としてひっかかるようなところはないまま来ていますので、審査としてもそん

なに時間がかかることがなかったということです。 

○石黒委員 過去においては１カ月で結論が出るものばかりではなくて。 

○藤野地上放送課長 はい、そういうものばかりではないかもしれません。 

○石黒委員 いろいろなんですか。 

○藤野地上放送課長 と思いますけれども、この会社については、審査上いち

ばん大きいのは経理上のところですが、これについてはこれまでも問題なく推

移してきているという実績と、組織再編後においても、体制は放送事業を行う

会社を持株会社の子会社として分けているという以外はエフエム諫早への出資

だけです。今後もほかの会社に出資する、あるいは子会社や関係会社にすると

いうことはあるかもしれませんが、シンプルな体制でまず進めるということで

すので、今般の認定の審査事項としてはあまり難しくなかったという感じはし

ております。 

○石黒委員 分かりました。ありがとうございます。 

○前田会長 ほかにいかがですか。 

○林委員 これも教えていただきたいことですけれども、審査結果で満たすと

された、放送法１５９条２項３号の資産要件ですが、これは申請時だけに満た
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しておけば良い申請時要件なのか、それとも維持要件なのか、その点はどうで

すか。 

○藤野地上放送課長 今回の要件としては「常時」となっているので維持して

いただくということになってございますが、最初の申請時に審査した後は、変

更があった場合報告いただくしかないので、その中で維持してくださいという

仕組みになってございます。制度としては維持規制ということでございます。 

○林委員 ありがとうございました。 

○前田会長 いかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、あまり異議のあるところでもなさそうなところもあ

りまして、本件、第１１号につきましては、諮問のとおり認定することは適当

である旨の答申を行ってはいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議がないようですので、そのように決することといたします。

答申書につきましては、所定の手続により、事務局から総務大臣宛て提出して

ください。 

 以上で、情報流通行政局の審議を終了いたします。どうもありがとうござい

ました。 

（情報流通行政局職員退室） 

 

閉    会 

 

○前田会長 それでは、特になければ、本日はこれにて終了といたします。 

 次回の開催は、平成２８年４月１３日水曜日１５時から予定していますので、

よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 


